
就労支援の実際 ～企業との関係づくり～

ー 支援プログラムの可視化と相談支援の進め方 ー

２０２３就労支援員・就労準備支援事業従事者研修 資料

Ⅰ 法公布から１０年。到達点と課題は…？
Ⅱ 支援対象と支援ニーズを問い直す
Ⅲ 就労支援をめぐる基本的な問題

～「人」と「仕事」の結び付け方（しくみ）の特徴～
Ⅳ 就労支援の事業や施策のこれから

１

西岡正次（A´ワーク創造館） 
（一社）生活困窮者自立支援全国ネットワーク

【ねらい】「就労準備支援や就労訓練の利用が少ない」「就労準備支援の利用が長期化する」「就労ケー
スの定着（支援）が難しい」「企業との関係づくりが言われるが、進め方がわからない」…なぜ、こうした
事態が起こるのか？この講義で整理してみたいと思います



Ⅰ 法ができて１０年。到達点と課題…？

生活困窮者自立支援法の公布から１０年が経過しました。私たちは相
談支援の最前線で、多様化・拡大する相談者とそのニーズに対応してき
ました。取組みを通して、⑴相談支援の効果を高めながら、⑵体制整備
を進め、その充実を追求しながら、⑶持続的な事業や施策の展開を図る
という難儀な課題に挑戦しています。
まずは、同法の登場した背景や関連する動きなどを見ながら、改めて

「セーフティネットの張り直し」という観点から振り返ってみます。

２



１ 生活困窮者自立支援制度の誕生前後… 

2015年9月「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
2016年6月「ニッポン一億総活躍プラン」に地域共生社会の

実現が書き込まれる
 同年10月 地域力強化検討会の設置
2018年4月 改正社会福祉法改正（地域包括ケアシステム強

化）施行
2019年5月 地域共生社会推進検討会
2020年6月 社会福祉法等改正法案成立（地域共生社会の実

現のため）
2021年4月 改正社会福祉法施行（重層的支援整備事業）

2008年9月 リーマンショックの発生

2010～12年 パーソナルサポートモデル事業
2012年4月 社会保障審議会「生活困窮者支援」特別部会
2013年8月 社会保障制度改革推進法案成立
2013年12月 生活困窮者自立支援法案成立
生活困窮者者自立支援モデル事業

2015年4月 同法の施行

新しい地域包括支援体制
（全世代・全対象型地域包
括支援）へ 

⑴包括的な支援
⑵個別的な支援
⑶早期的な支援
⑷継続的な支援
⑸分権的・創造的な支援

⑴個別的な対応
⑵継続的な対応
⑶制度横断的な対応
※パーソナルサポートの
制度化をめざす

３



２ 制度別・対象別支援から全世代・全対象型支援へ
～「基礎構造改革」から生活困窮者支援制度等へ～

４

改めて、地域共生社会への動きに中で、「仕事・就労支援」を問い返す
1990年代末に始まる「社会福祉基礎構造改革」は皆さんご存じでしょう。児童福祉法改正（1997）、介

護保険制度（2000）、社会福祉法制定（2000）等が進められ、障害福祉サービスでは「共生社会」が掲
げられ、支援費制度（2003）を経て、障害者自立支援法（2006）、障害者総合支援法（2013）等の改革
が続きました。

「措置から契約」「利用者本位」等と言われる構造改革が進み、福祉サービス利用層の拡大、そし
て社会福祉従事者の拡大、福祉サービス提供主体の多様化・多元化などにつながりました。

そして、介護保険に続く高齢者の地域包括ケアシステムの進展、リーマンショック後の「パーソナル・
サポートサービス」の試行、そして生活困窮者自立支援制度の登場を契機に、社会保障制度に新たな
変化を生まれました。その１つが「地域共生社会」の提起から、今回テーマになっている重層的支援整
備へ至る流れです。「支援対象の拡大」「多様なニーズへの対応」のインパクトは大きく、従来の「制度
別支援の連携」を超え、「重層的支援」と表現される改善・改革、すなわち「新たな仕事・働き方等によ
る生活保障や、新たな共同体の機能の模索・創造」が提起されています。

さらに「人口減少」「失われた３０年？」「デジタル化」などの新たな課題をどのように解決していくの
か？就労支援においても、「支援の内容」の改善・改革や、持続可能な体制（地域プラットフォーム）の
あり方等が問われています。



３ めざす持続可能な地域包括支援体制とは…？

平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、同年9月に厚生労働省の「新たな福祉サー
ビスのシステム等のあり方検討ＰＴ」が「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」をまとめました。

注目されたことの１つが、地域包括ケアシステム、生活困窮者支援制度の包括的な支援システ
ムがめざす「支援対象の拡大」でした。

「新しい地域包括支援体制」を、「全世代・全対象型地域包括支援」と表現し、「高齢者に対応す
る地域包括ケアシステムや生活困窮者に対する自立支援制度といった包括的な支援システムを、
制度ごとではなく地域というフィールド上に、高齢者や生活困窮者以外に広げるもの」、あるいは
「高齢者に対する地域包括ケアを現役世代に広げる」「高齢者、障害者、児童、生活困窮者といっ
た別なく、地域に暮らす住民誰もがその人の状況にあった支援が受けられるといった新しい地域
包括支援体制を構築していく」、そして「将来的には、法的な位置づけについても検討すべきであ
る」と記しています。

地域包括支援体制

高齢者：地域包括ケアシステム

生活困窮者：包括的支援システム

５

新たな就労（支援）等による生活保障、
新たな共同体の機能の模索・創造へ



４ 「支援対象の拡大」「ニーズの多様化」に対応するために…？！

～個別支援の改善・強化、制度別・対象別支援から全世代・全対象型支援へ～

６

安定した雇用等による生活保障、かつ
ての共同体の機能…が失われ…

※地域共生社会のポータルサイト（厚労省）から

制度サービスから排除され
るボーダー層

新たな支援層 …

制度の隙間ニーズ
人口変動（人口、生産年齢

人口減少、高齢化）

生産性の低下

施策・制度資源のひっ迫 …

低成長経済

持続可能な仕組み
の模索…

住民の主体的活動
への期待…

ニーズの多様化・複雑化
特に就労支援

【問題意識２】

※地域共生社会に向けた重層的支援整備の進展。障害分野の就労アセスメントから「就労選択支援」、シニアのセカ
ンドキャリア支援など、新たな対象・ニーズへの対応はそもそも何が問われているのか？

制度別対応、制度
間連携の限界…

※障害、生活困窮、高齢、生
活保護、教育・若者分野等

【問題意識１】

【問題意識３】

若者 住宅 〇〇
地方
創生

生活
困窮

子育て 高齢障害

労働
雇用

産業 教育農林



５ 「セーフティネットの張り直し」って…！？

C 雇用・就業という
セーフティネット

A´新たな生活保障

A 生活保護（公的扶助）の
セーフティネット

事前的

事後的

⑴ 事前の対策の拡充へ
←事後の対策から

⑵ 相談支援の重視
個別支援（ケースワーク）、
パーソナルサポートの強化へ

⑶ 全世代型・制度横断型・
包括的へ
←制度別対象別支援から

⑷ 地域課題、地域づくりの
ベースとなる課題対応

D 新しいセーフティネット

７

B 社会保険のセーフティネット



６ セーフティネットの張り直しが進むとともに…！

⑴ 事前の対策の拡充←事後の対策
社会福祉基礎構造改革。予防、「制度の隙間」対応、健康づくり、福
祉の地域づくり。学び直し・リスキリング…

⑵ 相談支援の重視
個別の相談支援、寄り添い型支援、伴走型支援
パーソナルサポート →生活困窮者自立支援 →地域共生社会

⑶ 全世代型・制度横断型へ ← 制度別対象別支援から
→地域共生社会の実現（重層的支援整備等）、高齢者の包括的支援、
若者支援（子ども家庭庁発足）、ダイバーシティ就労支援（日本
財団）…

⑷ 地域課題、地域づくりのベースとなる課題への対応
就労支援の機能強化、居住支援、移動支援…
健康・メンタルヘルス…
←失業対策・雇用対策の補完、住宅対策・ホームレス支援等…

８

支援主体の多元
化・従事者の拡大

支援内容の改
善・改革

支援対象の拡大・
多様化



７ セーフティネットの整備に伴う新たな課題…！

２１

担い手の多元化・
従事者の拡大

支援内容の改
善・改革

⑴ 多様な担い手（団体等）の登場と連携
⑵ 従事者の拡大と確保・育成
⑶ 継続した個別支援力の向上
⑷ ケース・マネジメント（つなぐ支援〔緩やかな連

携〕～チーム支援・多機関連携へ）

支援対象の多様
化・拡大

⑴ 支援プログラムづくりの促進・事業化
⑵ 地域づくり（地域活動・経済活動等）をベース

にした支援プログラムづくり
⑶ プログラムの活用（プログラムベースのケー

ス・マネジメント。「プログラムを回す」）

⑴ 各種支援・窓口の拡大・利用増
⑵ 「制度の隙間」ニーズの顕在化
⑶ 潜在的要支援者へのアプローチ

９



Ⅱ 支援の対象、支援ニーズを問い直す

１０

支援対象が拡大、多様化する状況を見てみましょう。その中で、仕
事・就労にかかわるニーズに、どのように気づき、適切なアセスメント
を通じて、さまざまなプログラムやサービスの選択肢を案内し、最適な
プログラムを提供（実施）、あるいは継続的な支援（寄り添い）を提供
すればよいのでしょうか。改めて就労支援のニーズについて、整理して
みます。



生活困窮者自立支援制度の理念
本制度は、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な
支援体系を創設するもの。

１．制度のめざす目標
(１)生活困窮者の自立と尊厳の確保

・本制度では、本人の内面からわき起こる意欲や想いが主役となり、支援員がこれに寄り添って支援
する。 ⇒就労支援は、めざす職業生活への意欲や想いを言葉や行動、形にしていく営み

・本人の自己選択、自己決定を基本に、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本
人の状態に応じた自立を支援する。 ⇒相談や支援の多様な選択肢の欠如がもたらす孤独・孤立
※２０１８年の法改正で、生活困窮者の定義に「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事

情」という考慮要素が付記された

・生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情を失っていることに留意し、尊厳の確保に特に配慮する。
(２)生活困窮者支援を通じた地域づくり

・生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意すると
ともに、働く場や参加する場を広げていく。（既存の社会資源を活用し、不足すれば開発・創造してい
く。）

・生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。「支える、支
えられる」という一方的な関係ではなく、「相互に支え合う」地域を構築する。

１ 生活困窮者自立支援の登場 ～新たな就労支援の挑戦～

１１



２．新しい生活困窮者支援のかたち

(１)包括的な支援…生活困窮者の課題は多様で複合的である。「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け
止め、就労の課題、心身の不調、家計の問題、家族問題などの多様な問題に対応
する。

(２)個別的な支援…生活困窮者に対する適切なアセスメントを通じて、個々人の状況に応じた適切な支
援を実施する。

(３)早期的な支援…真に困窮している人ほどＳＯＳを発することが難しい。「待ちの姿勢」ではなく早期に
生活困窮者を把握し、課題がより深刻になる前に問題解決を図る。

(４)継続的な支援…自立を無理に急がせるのではなく、本人の段階に合わせて、切れ目なく継続的に支
援を提供する。

(５)分権的・創造的な支援…主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制
を創造する。

※資料「生活困窮者自立支援制度について」（平成27年7月 生活困窮者自立支援室）から

１２



皆さんが住んでいる自治体のデータについて調べてみてください

２ 人口等の基礎的データから ～〇〇市を例に～

〇〇市

⑴有効求人倍率の推移

人口２７０万人

３ 雇用情勢

⑴総人口、増加率、高齢化率、出
生率

⑵自然増減・社会増減の推移
⑶年齢階級別純移動数
⑷昼夜間人口 地域別構成割合
⑸居住者の従事する産業割合

１ 人口基本データ

Ⅰ 労働力人口の潜在的人材
⑴失業者
⑵非労働力人口のうち「通学・家

事いずれもしていない人
⑶全就業者のうち、非正規雇用者

Ⅱ 社会サービス等の利用者
⑴生活保護
⑵子ども関連
⑶高齢者関連
⑷障がい者関連
⑸その他

４ 相談支援の対象（潜
在的要支援者含む）

⇒次ページを見てください

５ 健康関連データ（未）

⑴事業所数、従業員数、産業別従
業者数

⑵労働生産性
参考：観光入込客数の推移

２ 産業データ

※国勢調査や就業構造基本調査
などさまざまな調査・登記データが
ネットで検索できます

１３

健康、特にメンタルヘルスなど



非労働力人口

非正規雇用

住民税非課税
20％前後

3人に1人は
「綱渡り状態」

貯金なし
単身：38％
2人～：24％

特別な支援ニー
ズの支援（高齢、
子ども、住宅、
失業等）

家事（3～4割）
通学（1割前後）
その他（5割前後）

労働力人口

１５歳以上の人口 235万人

30.7万人

70万人超

総人口270万人

15.3万人
通勤・通学、家事い
ずれもしていない
＝35.5万人

（２）社会サービスの利用対象

（３）雇用・労働施策からみると・・・

生活保護利用
者 57.2‰

３ 就労支援の要支援層を３つの視点から

就労支援・雇用対策

福祉（年代別・態様別、地域・・・

保健医療

住宅

教育（学校ほか）

防災（災害・気候危機等）

（１）特別な支援ニーズ（給付）の対象

１４

キャリアの模索・形成にかかる支援
ニーズが想定される人たち

就労困難者の規模

〇〇市の人口か
らからみる



コロナ禍の休業者
(2020.4)=前月比４６０万人

増加（６４７万人）

2022コロナ禍の特例貸付
320万件超。約１兆４千億円。

うち住民税非課税対象２～３割

※非労働力人口のうち「通
学・家事いずれもしていない

人」（国勢調査）？？

202１若年無業者（ニート）
=８７万人（労働力調査）

新たな
相談者層

2020非正規雇用労働者
=５，６２０万人

１５

2017臨時福祉給付金（住民税非
課税）の対象=２，２００万人

４ 就労支援ニーズ⑴ ～要支援者の態様や属性、規模から～

厚労省資料から作成

15～39歳の
37人に1人の割合



５ 就労支援ニーズ⑵ ～キャリア形成の状況からみると…～
要支援者の類型 特徴等 相談者像（例示）

A 仕事・キャリアの目標を言葉にできな
い・難しい要支援者

就活、就労が経験ない
就活の経験はあるが就労経験ない

ひきこもり（経験者）
ニート、無業者ほか
障害ボーダー層
セカンドキャリアで悩むシニア ほか

B 順調なキャリア形成に至っていない⑴
＝「キャリアの中断・変更」の経験から
適職の発見をめざす要支援者

就労経験あるが、離転職が多い。長期の
離職等を経験

不安定・低所得就労層（アルバイトやパート
等の就業‐不就業を行き来する層）
「心の不調」等でリワークや転職をめざす層

C 順調なキャリア形成に至っていない⑵
＝キャリアアップや適職の発見・再発見
をめざす要支援者

一定の就労経験はあるが、不安定・低収
入就労から脱出（準備）を希望する層
キャリアの中断から職種転換が問われる
層

不安定・低所得就労層（アルバイトやパート
等
「心の不調」等でリワークや転職をめざす層

D 職場環境の調整等が必要な要支援者
＝発達の課題、HSPのほか、AやBの中
に要支援者が見られる

経験や能力はあるが、職場環境（働き方・
体制、施設等）の調整が必要

コミ力の不安層＝職場での解決が重要。
※集団性（組織や集団の生産性）を重視し柔軟な
就業・働き方を求めるわが国の慣行ではコミ力や
基礎力が話題になる。本人と職場での調整は困難

E その他の就労阻害要因＝属性・態様
等にかかる対応や支援サービスの調整
が必要な要支援者

心身の状況、家族等の課題、低所得（困
窮）、年齢やジェンダー等の課題など

保健医療福祉等のサービスを契機に就労
支援を利用する場合。就労準備支援の利
用に併せて対応する潜在的なサービス利用
者も多い（健康、障がい、居住、家族等）

（X）

（Y）
１６※従来の就労支援は制度別対象別の給付・サービスに付随して登場した



【２層目の課題】
初期キャリア支援居住

キャリア形成の
不調やトラブル

こころの
クセ・能力

健康

対課題
クセ・能力

対人
クセ・能力

１７

キャリアステッ
プの見通し

ジェンダー・
人種・民族等

心身の機能・
構造

【１層目の課題】

活動・参加
（孤立・孤独等）

【キャリアガイダンス・カウンセリング、
目標とキャリアステップに対応した支

援と資源の選択等】
低い自己肯

定感…

家族等

【保健福祉医療・権利擁護】保
健医療サービス。福祉サービ
ス。権利擁護など

【公的扶助や給付等】生活保
護等の給付、年金、公的な貸
付、仕事のあっせんなど

【人権・多文化共生等】権利擁
護、教育、労働等のサービス

【子育て保健福祉教育等】子
育て・介護、教育サービス、単
身世帯支援など

【住宅福祉保健等】ホームレス
支援、一時生活支援、シェル
ターなど

【保健医療】医療サービス（医
療保険等）、保健サービスなど

【労働等】職業相談、労働トラ
ブルの相談・救済等
※基礎自治体は未着手状態

【保健福祉教育等】保健や福
祉、教育等のサービス

６ 就労支援ニーズ⑶ ～制度別対象別相談（Y）の課題～

収入・所得

【３層目の課題】

個々のキャリア形成支援（誰も
が経験する職業生涯の転機等に対応



【働き方や職場環境等の調整】

２ キャリアの模索・準備に伴走
する相談支援や仲間がほしい

【働きながら、次をめざす支援や訓練】

３ 仕事や働き方・職場環境等を
確かめながら、就労（初期キャ
リア形成）を進めたい

６ 働き（稼ぎ）ながら、学びなが
ら（訓練を活用して）・次の就
労ステップを準備したい

１ 仕事と働き方（キャリア）の目
標を持って進みたい

（適切な就労アセスメント）

５ 働き（稼ぎ）ながら、次の就労ス
テップを準備したい

１８

【利用しやすい相談、ともに歩む仲間】

４ 見学や体験、訓練付き就労等
で、仕事や働き方の内容を確か
めながら、就労を準備したい

７ 就労支援ニーズ⑷ ～当事者の望みや不安、ニーズから～

B

D

E

A

【教育訓練を活用した支援】

【仕事を確かめる・試す支援や訓練】

C



（コラム）どんどん貧しくなっているわが国と就労支援…！？

世界シェアは、
３０年で１／２になった

※背景に、「未活用労働（要支援層）」の拡大、就労支援や職業訓練の仕組みの遅れなどが影響…？

２０２２年
３．３万ドル ３０位

⑵-2 一人当たり名目GDP
２０１８年：３．９万ドル ２７位

⑷-2 就業者一人当たり労働生産性
２０１８年：８．１万ドル ２１位／３６か国

⑶-2 一人当たり購買力平価GDP
２０１８年：４．３万ドル ３３位

⑵ 一人当たり名目GDP
２０００年：３．９万ドル ２位

２０２２年
４．９万ドル ３８位

⑶ 一人当たり購買力平価GDP
２０００年：２．７万ドル ２７位

⑷ 就業者一人当たり労働生産性
２０００年：５．１万ドル ２０位／３０か国

⑴ GDP（国内総生産）の世界シェア

１９



Ⅲ 就労支援をめぐる基本的な問題
～「人」と「仕事」の結び付け方（仕組み）から考える～

２０

基本的な問題は、私たちの仕事・就労をめぐる習慣や考え方として、相
談者や支援者にも、企業や働く現場にも浸透し、半ば常識化しています。
就労の相談支援は、そんな状況で実践しなければなりません。
いろいろな相談窓口で就労悩みや支援ニーズに気づく段階から、就労準

備の段階、体験等の中間的就労、職業紹介、就労後の初期キャリア段階ま
で、仕事の内容や働き方を理解する相談支援、職場環境の調整等にかかわ
る支援（介入）が求められるケースが増えています。その相談支援には、
⑴当事者支援の側面と、⑵企業側の採用活動や人事管理（配置や能力開発
等）の配慮や改善にかかわる企業サポートの側面もあります。特に、後者
は企業との関係づくりを深め、働く場が支援資源に変わっていく取組みに
なります。



１ 「人」と「仕事」の結び付け方 ～我が国の特徴と課題～

「人」がベース 「仕事」がベース

採用は、仕事内容が職務記
述書、権限規程などで具体的
に業務・作業の内容で示され
る。その業務作業への対応
力がスキルや経験等で判断
される
⇒仕事と人の固い結び付け
方。仕事ベースで多様な人材
をマッチング。
業務ベースの職務給制度
⇒例えば、就労体験の考え
方・組み方と似ている

２１

人の雇い方・働かせ方
の特徴 ⑴長期継続を
謳い ⑵集団性（個人
より組織）を重視するた
め、人と仕事の結びつ
き方を「緩やかにして
おく」必要があった

●属性や人物評価、学歴などで
可能性を評価する採用活動

●配置（仕事）は採用後に指示
●企業ごとのOJT重視≫公的
訓練・資格制度の軽視

●年功による職能給制度
⇒例えば、非正規雇用の特徴：業務
作業の緩やかな規定と集団性（協
調等）の重視＋昇給のない職能給

濱口桂一郎「若者と労働」、田中博秀「現代雇用論」等から



⇒OJTの重視＞訓練や資格制度の未発達
⑶ 集団性の重視

組織・集団としての生産性・目標が、労働者個々
の成長やキャリア形成より重視される
⇒合理的配慮、ディーセントワークへの関心低い。
一方、能力開発は個人任せ（自助努力）

２ 我が国の雇用慣行が就労困難者を生み出している？

●多様性への対応
●働き方改革
●人手不足（有効求人倍率の高止まり）
●募集しても応募がない
●早期離職が多い…

●「業務作業の内容」「働き方・職場環境等」の情報があ
いまいな「求人」情報

●人柄や対人能力等を重視する採用・人事管理
⇒採用後に業務作業を指定（配置）し、OJTで教育。配

置・働き方は会社任せ（キャリアは自身で決められず
会社任せ）

【人を求める企業等】

２２

【働く困難・悩みを増幅させる就業者・相談者】

●キャリアを見通すために必要な情報が少ない
●個々の能力や特性（多様性）に関心が低い採用活動
●個々の能力・経験や特性を評価しない人事管理
⇒働く場や市場から排除される多様な人材・就労困難者

【日本的雇用慣行の特徴】
⑴ 人と仕事の結びつき方を緩やかにしておく

⇒特異な採用活動や人事管理の形成
⑵ 雇用の長期継続性を謳う

新卒一括採用の功罪、進まない雇用の流動化等
⇒年功による職能給制度。組織任せの人事管理

悪い循環に？



仕事
（業務・作業等）

働き方
（職場環境等）

条件
（募集・採用）

働き方
（職場環境等）

条件
（募集・採用）

仕事
（業務・作業等）

一般的な求人という
仕事情報

⑴定型化した＜条件＞中心の求人情報と、「履歴書と面接」を
媒介した就職（採用）手続き（システム）⇒なぜ、離職を生み
出すのか？

⑵＜仕事・働き方＞の情報は、面接時あるいは就労後の現場
で調整されるため、相互理解の不十分さは構造的な問題

⑶対策は求職者サイドが主で、その選択や判断能力の向上
等を支援している

⑴見学や体験、短期雇用等を通して、相談者の<仕事・働き方
＞に対する自己理解が進み、目標づくりへ

⑵＜仕事・働き方＞をめぐる企業との調整・交渉が進むと、潜
在化していた求人の掘り起こしも可能になる

⑶「働く場を利用した」調整・交渉が仕組みになった企業が、協
力企業や認定就労訓練事業所

※＜条件＞は採用時に調整され、「紹介」手続きへ

３ 構造的な困難⑴ ～求人や採用活動等で利用される「仕事情報」～

２３

就労体験等に対応した、業務作業の内容
や合理的配慮を調整した仕事情報



仕事
（業務・作業等）

働き方
（職場環境等）

就労継続・キャリア形成を困難にする人
事管理（配置や能力開発、勤怠管理等）

人と仕事の緩やかな
結び付き

「多様性への対応」
「求人に応募がない」
「早期離職が多い」…

雇用慣行＝「〇長期継続性、
〇集団性」を重視する採用
活動・人事管理

４ 構造的な困難⑵ ～就労やキャリア形成に影響する人事管理～

「求人と面接・履歴書
の仕組みは苦い経験
ばかり」 「（採用後）
思っていた仕事と違
う」 …

配置（担当）が一方的に決められる
めざす仕事や就労の相談できない
働きながら、次を準備したい…

【人を求める企業等】

２４

【支援が必要な相談者・求職者】

条件
（募集・採用）

適職さがしを困難にする「求人」情報



仕事
（業務・作業等）

働き方
（職場環境等）

相談者の能力・特性等を活
かす人と仕事の結び付き

５ 就労支援と企業・働く場との連携 ～就労支援の経験が培ってきたもの～

【協力企業のネットワークへ】

２５

【効果的な就労の相談支援へ】

条件
（募集・採用）

「確かめる」「試す」から求人（仕事）づくりへ

仕事や働き方を「確かめる」「試す」た
めの仕事情報（体験や中間的就労）

【企業サポートの役割】
〇多様な人材が「確かめる」

「試す」ための仕事情報の
作成

〇見学や体験、中間的就労
等の受入れ

〇採用・人事管理の改善へ

【相談支援の役割】
〇新しい仕事情報の作成サポート
〇仕事情報（体験）を活用した相談

◎就労アセスメントとチーム支援
◎潜在的ニーズへの対応

〇企業等の連携した準備支援
〇企業支援（チーム）の活動



２６

P

A部署
業務作業
働き方

C部署
業務作業
働き方

部署
業務作業
働き方

転職

求職活動

Y

B部署
業務作業
働き方

配置

副業

「緩やかな結びつき方」の新卒一括採用～配置の中で、めざすキャリアをどう実現するのか？

めざすキャリア
の実現へ

業務作業
働き方

働きながら、学びながら、次の
キャリアステップを準備する

配置換え

働きながら、次のキャリ
アステップを準備する

B部署
業務作業
働き方

業務作業
働き方

（コラム）若者の初期キャリア形成を想像すると…？！

採用

離職・転職
リスク

早期離職
リスク 職業訓練T職業訓練X

それぞれの就労・キャリア形成のステップに対応した相談支援は…？！



（コラム） 「会社や仕事に不満があってもやめない：日本

２７

個人のキャリア形成と長期雇用の関係を調べ
た。雇用慣行が異なる５か国の都市部で働く大
卒30代、49代を対象にした比較調査から。

右図は結果の１つ。⑴ 他国に比べて、日本の
波形は小さく、企業との関係性に満足していない
人が多い。経営理念に共感できず、仕事や給与、
人間関係に不満がある、そんな中で同じ職場で
働き続けることは個人は幸せなんだろうか。企業
も不満だらけの従業員より満足が高く働いてくれ
る従業員を望むだろう。⑵ 仕事内容や給与、人
間関係の不満をもつ割合は日本が他国より高い
のだが、「今の会社を辞めたい割合」が他国とほ
ぼ同じ。日本の就業者は会社や仕事に不満が
あってもやめない、という事情が見えてきます。

今よりも良い仕事に移ろうとおもっても、移るこ
とができない事情は何でしょうか？個々人の問
題でしょうか？それとも…？

リクルートワークス研究所「５カ国リレーション調査」2020年から



２８

Ⅳ 就労支援の事業や施策のこれから

「この３０年間、我が国は貧しくなっている（労働生産性等が伸びて
いない）」中で、支援対象の拡大や多様化は今後も避けられません。一
方、相談支援の充実や体制整備を支える公的支出が今まで通り維持され
るかどうか？不安は拭えません。
拡大するニーズや新たなニーズへの対応、あるいは効果的な就労支援

には、「基本的問題」への対応、その改善や改革が欠かせません。
「基本的な問題」への対応が、制度別対象別の就労支援に共通する

テーマであることを考えると、「さまざまな事業の連携した取組み」や
各事業の前提となる施策・制度を超えた発想が問われているようです。
地域共生社会の実現（重層的支援整備等）はその１つでしょう。参加支
援・就労支援を切り口にした事業や、関連する施策の重層化や地域づく
りが話題になり始めています。



１ 就労支援の機能強化（懐かしい図⑴） 平成２５年１２月１０日説明会資料から

２９※就労支援の拡充①＝就職支援から、相談者の「できる」（希望や能力等）を育てる、就労継続等の視点重視へ。

一般就労×〇〇
就労という区分？



１-2 機能強化

３０

※無料職業紹介の推奨

※就労支援の拡充②＝体験や「支援付き雇用」の就労訓練事業（中間的就労）の登場

※定着支援の推奨

※「働きながら‥」次のス
テップをめざす支援へ

◆中間的就労＝「働き（稼ぎ）ながら、次のキャリアステップを準備する」支援の開発。媒介的（移行的）労働市場の整備



図の就労アセスメントの特徴は、求職活動への対応力（困難度）とそれに影響する他の阻害要因による）に注目

２ 就労支援の機能強化（最近の整理）

３１



仕事
（業務・作業等）

働き方
（職場環境等）

仕事や働き方を「確かめる」「試す」ため
の仕事情報（体験や中間的就労）

人と仕事の配慮され
た固い結び付きから

「多様性への対応」
「求人に応募がない」
「早期離職が多い」…

雇用慣行＝「〇長期継続性、
〇集団性」を重視する採用
活動・人事管理

３ 構造的な困難を突破するには？ ～仕事情報の可視化と活用～

「求人と面接・履歴書
の仕組みは苦い経験
ばかり」 「（採用後）
思っていた仕事と違
う」 …

配置（担当）が一方的に決められる
めざす仕事や就労の相談できない
働きながら、次を準備したい…

【人を求める企業等】

３２

【支援が必要な相談者・求職者】

条件
（募集・採用）

「確かめる」「試す」仕事情報と活用



就労やキャリア形成の目標の整理（言葉や語りにする）～確かめる・試す支援
（求人への対応ではなく、ストレングス等の自己理解、適職を探るプログラム等を活用した就労アセスメント）

包括的支援（就労阻害
要因への対応）

求人情報による
就労が可能な者

仕事の内容や働き方・職場環境等を確かめる・試す
プロセスや支援（仕事情報）が必要な者

左記の支援のほか、就労・就労継続に職
場環境等の調整が必要な者

多様な社会サービス・支
援の利用（多機関連携・

チーム支援）

職業紹介による支援 就労に向けた一定の支援 就労に向けた一定の継続的・柔軟な働き方による支援

自治体・担当
部署

自立相談支援
事業

就労ステップ
にあった支援

就労支援員に
よる支援

ハローワーク
による支援

就労に向けた困難度（要支援者像）

C 就労訓練事業

A-1自立相談支援事業において適切なプログラムを選び、担当機関・団体等に繋ぐ
（就労アセスメントとプラン決定。チーム支援等）

A-3 自立相談支援による支援

無料職業紹介の活用～「特開金」活用等

生活保護受給者等就労自立促進事業

事業・活動の設計（体制・人材・財源。支援会議による内外連携等）

B 就労準備支援事業

A-2サービス・
支援調整

４ 補足

３３

Ｙ

Ｘ

（注）X・Yの詳しい内容
は、１６ページを参照



就労やキャリア形成の目標の整理（言葉や語りにする）～確かめる・試す支援
（多様なプログラムの利用を含む就労アセスメント）

多様な支援プログラムの開発
包括的支援（就労阻
害要因への対応）

求人情報による
就労が可能な者

仕事の内容や働き方・職場環境等
の仕事情報による就労が必要な者

就労・就労継続に職場環
境等の調整が必要な者 市民活動や地

域活動と連携し
たプログラム

協力企業等と連携
したプログラム

多様な社会サービス・
支援の利用（多機関
連携・チーム支援）職業紹介による

支援
就労に向けた一定

の支援
就労に向けた一定の継続的・柔軟な働き

方による支援

自治体・
担当部署

自立相談
支援事業

就労ス
テップに
あった支
援

就労支援
員による
支援

ハロー
ワークに
よる支援

就労に向けた困難度（要支援者像） 困難解決に役立つプログラムの整備

C 就労訓練事業

A-1自立相談支援事業において適切なプログラムを選び、担当機
関・団体等に繋ぐ（就労アセスメントとプラン決定。チーム支援等）

B-2サービ
ス・支援

A-3 自立相談支援による支援

無料職業紹介の活用～「特開金」活用等

生活保護受給者等就労自立促進事業

庁内外連携と開発促進（支援会議等）事業・活動の設計（体制・人材・財源。支援会議による内外連携等）

B 就労準備支援事業

A-2サービス・
支援調整

４-2補足

３４



働き方
（職場環境等）

条件
（募集・採用）

仕事
（業務・作業等）

就労体験等に対応した、業務作業の内
容や合理的配慮を調整した仕事情報

５ 企業・働く場と連携した就労の相談支援の体系

体験等のプログラム
の利用から、求人の

アレンジ～紹介

相談支援機関・関係団体等の連携～活動・事業の重層化

【支援が必要な相談者・求職者】【体験等の仕事情報】

人事管理の課題
対応（配置、環境
調整、能力開発

ほか）
３５

【人を求める企業等】

新しい仕事情報
と体験等の活用
した採用活動

無料職業紹介所
が企業からの相

談窓口に

相談～就労アセス
メントを通じて支援
プログラムを案内

B

C
A

D

C



就労支援員に
よるサービス

ハローワーク

協力企業等

Ｆ

Ｇ

Ｈ

支援プログラ
ムのレベル

就労訓練
事業所

H

Ｆ

Ｈ

相談者

６ それぞれの目標を見通すことができる仕事情報（支援プログラム）

就労訓練
事業所

就労準備支援
事業

協力企業等

訓練実施
機関等

就労支援の連携・分担

聞取り～就労アセス
メント～支援プラン

支援事業体
のレベル

支援プログラムレベルの案内
支援事業の

レベル

企業や事業所等

目標や次のステッ
プを見通したい

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

相談

Ｂ-2

Ｃ-2

Ａ-2

求

求

求

求

求

求

求

見

見

見

見

見

体

体

体

体

体

ハ

訓 訓

訓 訓

求

３６



就労支援 就職支援
相談者がめざす就労やキャリアの目標＝求人情報の条

件より、仕事内容や働き方を中心に自己理解・職業理解
の促進を重視。相談から就労準備段階の支援、中間的
就労の活用、無料職業紹介の活用、定着（転職）支援等
といった一連の個別支援からなる寄り添い型・伴走型

相談＝求人(条件中心の仕事情報）の案内・選択支援
が中心。適性診断や面接対策、履歴書作成支援などを
含む場合もあるが利用は少ない。基本は求人情報（条件
中心）の提供と、「自助努力型（孤独・孤立を伴う）」就職
活動の支援

⑴ 個別相談の重視：相談者がめざす職業生活（キャリ
ア）の整理と自己理解（ストレングスや不安等）の促進。
健康や生活、家族等にかかる包括的相談支援

⑴ 求人情報の案内と選択を中心とした相談・助言
求人を利用した求職活動の助言

⑵ キャリアステップと適切な相談支援：キャリアステップ
に合せて、自己理解の促進、就労準備支援や中間的
就労、教育訓練の活用、定着支援などの適切な支援

⑵ 求人情報を基準に、求職活動の可能性を判断。属性
等による採用可能性を重視。交渉（面接等）は、求職者
（相談者）に任され、交渉プロセスには関与しない。

⑶ 企業との連携（「確かめる」「試す」支援プログラム）を
重視：上記⑴⑵とともに、求人に追加して、業務職務の
内容、働き方のわかりやすい「仕事情報」の作成と活用、
職場環境整備等による就労継続（定着）等の支援など

⑶ 継続した個別支援はない：求人の案内・選択に限定
した相談に止まる。個別事情に対応したケア的な相談
支援は少なく、また求人者（事業所）に介入・調整する
ことはない

⑷ インクルーシブな協力（登録）事業所サポート：中間的
就労等で連携する協力事業所、無料職業紹介所の登
録（求人受付）事業所の開拓と組織化を行う

⑷ 有料職業紹介所の場合、相談者の利益により、クラ
イアント（求人者）の利益を重視する。そのため求人の
アレンジや職場環境整備等に関与することは少ない

７ 就職支援と就労支援の違い

３７



８ 相談者がめざす模索や挑戦に向き合う相談 ～就労アセスメント～

【就労経験の有無、求職活動の状況】

３ 収入確保の緊急性（注１）

【仕事・働き方の自己理解等】

６ 合理的な配慮を要する心身
その他の事情（注２）

１ 就労経験の有無

５ 良い思い出、強み、価値観
（こだわり）を言葉にする

２ 求職活動の状況

（注２）他の相談でインテーク済みの場合あり

４ 就労の目標を言葉にする

（注１）他の相談でインテーク済みの場合あり
３８



８-2 就労ステップから見た相談者・求職者（求職準備段階含む）
【就労経験の有無、求職活動の状況】

３ 収入確保の緊急性
□ 緊急就労の手配と継続支援
□ 短期就労と並行した継続支援
□ ３～６か月程度の継続支援
□ １年程度の継続支援

【仕事・働き方の自己理解等】

４ 就労の目標
□ 目標を言葉にできる
□ 目標を言葉にできない

１ 就労経験の有無
□ 無
□ 有。しかし離職期間が長い
□ 有

５ 就労の目標を整理・確かめる
⑴ 言葉にできる（注）

□ 職種等を絞り能力の評価
□ アセスメントツール活用（別紙）
□ 体験等による求職活動

⑵ 言葉にできない
□ 作業レベルの能力の評価
□ アセスメントツール活用（別紙）
□ 体験等による自己理解・仕事

理解

２ 求職活動の状況
□ している
□ かつて、したことがある
□ したことがない

（注）衰退・変化している職種等に留意 ３９



⑴作業等の対応力（能力・経験等）
⑵環境等の配慮事項

働き方
（職場環境等）

条件
（募集・採用）

仕事
（業務・作業等）

⑴就労支援で利用する見学や就労体験、短期雇用等のプログ
ラムは、「働く場の情報」、特に業務や作業の内容・特徴、職
場環境等の働き方の情報が中心です。

⑵相談者の興味や関心（ストレングス）をもとに、「働く場の情
報」リストの中から、候補となる仕事と事業所を抽出。相談者
が見学や体験等を通して、求められるスキルや身体能力、生
活習慣等を調整しながら、就労への自己理解を深めます。

８-3 就労支援で利用する仕事情報（＝体験等に対応する仕事情報）

業務・作業情報
分析シート

（別紙タスク分析参照）

体験シート
⑴作業特性
⑵職場環境
（X事業所）

５ 就労の目標を整理・確かめる
⑴ 言葉にできる（注）

職種等を絞り能力の評価
アセスメントツール活用など

□ 体験等による求職活動
⑵ 言葉にできない

作業レベルの能力の評価
アセスメントツール活用など

□ 体験等による自己理解・仕事理解

相談支援で重視する
仕事情報

一
次
相
談
で
対
応
し
て
ほ
し
い
こ
と

４０



別紙 洗い出した作業等のタスク分析（支援効果の分析）① 作業等のスタイル

A 個人作業 個人で従事し遂行する作業等

B 集団作業 集団で従事し、主に個人で遂行する作業等

C チーム作業 チームで従事し、主に分担・連携して遂行する作業等

別紙 洗い出した作業等のタスク分析（支援効果の分析）② 作業・現場で問われる作業の特徴

①理解力 工程数が多い作業、１つの工程が複雑な作業

②判断力 品質・仕上がり等を判断する必要がある

③変化への対応 期間中に体験の内容、工程等が変わる作業・現場

④作業速度 作業のタイムスケジュールが決まっている作業・現場

⑤作業の正確性 高い基準で品質・仕上がりが求められる作業・現場

⑥丁寧さ 対人業務や破損しやすい製品や器具等を取り扱う作業・現場

⑦集中力 一定の基準がある操作や動作を継続する作業・現場

⑧共同作業 チームで従事する作業・現場

⑨危機察知力 器具の取り扱いなど、安全面の注意が必要な作業・現場

⑩報・連・相 こまめに確認などの報告連絡相談が求められる作業・現場

⑪体力 身体的負担が大きい作業・現場

⑫力仕事 重量物の運搬等を含む作業・現場

⑬手先器用度 指先を使う動作が含まれる作業・現場

⑭手腕器用度 上半身を使う動作が含まれる作業・現場（機械操作など）

⑮対人力 お客様やスタッフ等とのコミュニケーションが必要な作業・現場
４１

８-4 洗い出した業務・作業の特徴（タスク分析）



８-5 仕事情報シート作成（事例）

４２※詳細は社会保障審議会：部会資料参照 https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/000978682.pdf
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業務作業、働き方・職場環境等を「確かめる」「試す」マッチングからはじま
る就労支援型の無料職業紹介  ※無料職業紹介のメリット等は別途資料を

就労相談

適性検査

コミュニケーショ
ン講座

農業体験

事業所・体験
シート

定着支援

広域事業の就労支援モデル

HWモデル

職場見学
就労体験

不特定の
求職者が応募

求人公開

求人非公開

特定の
相談者を案内

①求人票（個別発行）
②紹介状の発行（HW発行）

体験等を踏まえ

【求人調整】
①求人票発行
②紹介状発行

利用段階で
求職者登録

あっせんの
段階で求職者登録

無
料
職
業
紹
介
所

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

面接

９ 就労支援型の無料職業紹介：模索～展開期へ



１０ 仕事・就労支援を切り口にした「地域づくり応援プログラム」

４４

仕事・就労支援を切り口にした地域づくり応援プログラム（WAM助成事業）は、多様な仕事・就労支援を核

にした地域のプラットフォーム、特に担い手養成等をめざす取組み。多様な関係者の対話の場づくりと地域
づくりの作戦図（ロジックモデル）作成（図１）を契機に、事業所等との連携を通じた地域づくり（図２）、関係部
署等の強みを生かした支援の連携（図３）、早期発見と効果的な支援を支える相談ネットワーク（図４）等を
応援する取組み。２０２１～２２年に１０数自治体（広域自治体の中間支援づくり応援を含む）で実施


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7: ５　「セーフティネットの張り直し」って…！？　
	スライド 8: ６　セーフティネットの張り直しが進むとともに…！　
	スライド 9: ７　セーフティネットの整備に伴う新たな課題…！　
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44

